
 

 

 ２０１８春季生活闘争 取り組み方針（案） 2018年２月21日現在 
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産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 
すべての労働者の立場にたった 

「働き方」の見直し 

ワークルールの 
取り組み 

男女平等の 
推進 

サプライチェーン全体
で生み出した付加価
値の適正分配／取引
の適正化の取り組み

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日

産業全体の「底上げ・ 
底支え」「格差是正」 

の取り組み 

月例賃金 
・個別銘柄（年齢ポイント）ごとの
「最低到達水準」「到達目標水準」 

・「賃金カーブ維持相当分（構成組
織が設定する場合）」「賃上げ分」 

規模間格差の是正 
（中小賃上げ要求） 

雇用形態間格差の是正 
（時給等の引き上げ） 

男女間賃金格差の是正

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ
・初任給の引き上げ

一時金 
・一時金の要求基準等

長時間労働の是正

均等待遇実現に 
向けた取り組み 

・雇用安定 
・同一労働同一賃金

イ 

ン 

フ 

ラ 

・ 

公

益

共

闘

連

絡

会

議

自 治 労 

 

方針決定日 
１月29～30
日の中央委
員会にて決
定予定 

「すべての課題解決のス
タートは、春闘から」と春
闘の位置づけの明確化
を行い、多くの組合員の
参加の下に1単組におけ
る課題の洗い出しと把
握、要求設定と労使交
渉・協議を進める。 
【重点課題】 
①非正規労働者とともに

進める処遇改善と組
織化 

②賃金・労働条件の改
善と職場からの働き方
改革 

③質の高い公共サービ
スと社会的公正労働
の実現 

到達目標とするポイント賃金を
めざしつつ、連合の「底上げ・
底支え」「格差是正」分の２％
程度に加え、臨時・非常勤等
職員を含むすべての職員の
定期昇給を確保するための2
％分を足した4％程度を要求
基準とする。 
【自治体単組 到達目標（ポイ
ント賃金）】 

30歳：248,775円 
35歳：293,807円 
40歳：343,042円 

【公共サービス民間労働者】 
①「賃金カーブ維持相当分

4,500円+賃金改善分6,000
円」を要求の基準とする。 

②2018春闘の掲げる自治体
最低賃金（月額156,800円
以上、日給7,840円以上、
時給1,010円以上）の確保 

【全国一般評議会】 
「 平 均 賃 上 げ 要 求
13,500円以上（賃金
カーブ維持4,500円+
生 活 維 持 ・ 向 上 分
7,200円以上+格差是
正・歪み是正分1,800
円）」とする。 

【臨時非常勤等職員の処遇改善】 
①自治体最低賃金を時給1,010

円（国公行（一）１級13号相当
156,800円÷20日÷７時間45
分）以上とし、正規職員との均
等待遇をはかること。 
また、正規職員の給料表がプラ
ス改定された場合は、少なくと
も同様の引き上げを行うこと。
引き上げ時期は４月に遡及し、
支給すること。最低賃金の改正
に伴い、速やかに賃金改正を
行うこと。 

②賃金改善について、37円/h＋
２％（格差是正分）以上の引き
上げを実施すること。 

③実務経験、能力に基づいて報
酬決定を行うこと（昇給制度の
確立） 

④諸手当（相応報酬）について、
正規職員との均等待遇による
支給とすること。 

⑤任期付短時間勤務職員の給料
・諸手当について、正規職員と
の均等待遇を行うこと。また、定
期昇給を行うこと。 

⑥通勤費用（費用弁償を含む）に
ついて全額支払うこと。 
時間外勤務手当（追加報酬）に
ついて全額支払うこと。 

 自治体に雇用されるすべ
ての労働者とすべての地
域公共サービス民間労
働者の最低賃金を月給
156,800円（国公行（一）１
級13号）以上、日給7,840
円（月額/20日）以上、時
給1,010円以上として要
求。 
【初任給の引き上げ】 
国公行（一）の初任給基
準の８号上位（高卒１級
13号、大卒１級33号）をめ
ざす。 
【昇給の運用】 
特に50歳代後半層につ
いては標準で２号以上の
昇給と号給の延長をめざ
す。 

①一時金の引き上げ
にあたっては、期末
手当を中心に改善
すること。 

②勤勉手当の成績率
の運用については、
十分な労使交渉と
合意によること。 

①年間総労働時間
1800時間を早期に
実現し、ゆとりある
生活を送るために
も、当局の責任とし
て勤務時間の管理
をさせるとともに、
労使による時間外
勤務の縮減に取り
組む 

②36協定のポイントと
ひな形を示し、36
協定およびそれに
準ずる確認書等の
締結を促進する。

③本部作成の「適正
な労働時間管理の
ための職場チェック
リスト」を用い、適正
な労働時間の把握
を促進する。 

④公共交通職場にお
い て は 改 正 法 の
「罰則付きの時間
外労働規制（＝月8
平均0時間）」を上
回る単組に対して
は他の業種と同水
準の改善がはから
れるよう支援を強化
する。 

【臨時・非常勤等職員】
①労働基準法を最低

基準に年次有給休
暇、さらには産前産
後休暇等の制度化
を求める。 

②休暇制度は国の非
常勤職員の措置を
もとに常勤職員との
均 等 待 遇 を め ざ
す。また、１年以上
雇用される職員に
は、育児休業・介護
休暇の適用を強く
求める。 

③雇用保険、健康保
険、厚生年金につ
いては法定基準を
最低に加入させま
す。 

④恒常的な業務であ
るにもかかわらず、
雇用更新年限が設
けられていないか
を点検し、その廃止
と雇用継続を求め
るとともに、「空白期
間」「たらい回し」が
行われている場合
は廃止を求める。 

ワークルールの遵守と快適な職
場づくりにむけて、下記の事項
について要求する。 
①窓口業務をはじめ、地方行政

サービスにおける安易な民間
委託は行わないこと。委託に
関する何らかの検討を行う場
合でも、必ず事前に組合との
協議を行うこと。 

②偽装請負を行わないこと。 
③任用・雇用については直接雇

用を原則とし、派遣労働者の
受け入れについては、事前
協議を前提とすること。 

④安全衛生委員会を月１回以上
開催し、快適職場環境の実現
と健康診断の徹底をはかるこ
と。 

⑤災害時の業務の体制、取引先
・委託先などとの連携のあり方
などについて、組合と交渉・合
意の上ルール化すること。 

⑥2015年12月から義務化された
ストレスチェックについては、
引き続き、結果の集団集計・
分析を行った上で、職場環境
改善を講じ、高ストレス者の未
然防止につなげること。また、
50人未満の事業場も含め、す
べての事業場において実施
すること。 

春闘期のみ
ではなく、通
年を 通した
取り組みとし
ていることか
ら 、 春 闘 方
針には記載
していない。
なお、6月を
男女平等推
進月 間と し
ている。 

公契約条例
の制定や入
札制度改革
の推進 

【会計年度任用職員
制度に対応する取り
組み】 
地方公務員法、地
方自治法の改正に
対応する条例整備
に臨時非常勤等職
員の声を反映させる
ため、臨時非常勤等
職員の処遇改善と
組織化を一体的に
取り組む。 
【公共サービスの産
業化に対する取り組
み】 
地方財政への削減
圧力に抗し、自治体
における多様なニー
ズを満たすために必
要な人材・人員と財
源を確保するため、
地域市民との協働も
模索しながら、全県
本部において、積極
的な街宣・ビラ配布
活動を行う。 
【取り組みの活性化
にむけた組織の強
化】 
単組の力量を強化
するための点検活動
と新採加入促進 

2月7～14日
を要求提出
ゾーンとし、
遅くとも２月
末までに全
単組で提出

3月16日 

基 幹 労 連 

 

方針決定日 

2月7日 

1.2年サイクルの労働条件改善に取り組む 
○労働条件全般を２年間にわたって総合的に改善し

ていくことをめざす「総合改善年度」として、積極的
な「人への投資」に向けた取り組みを展開する。 

○取り組むにあたっては、産業・労働政策中期ビジョ
ン（以下、中期ビジョン）をふまえて、「賃金」「一時
金」「退職金」「労働時間・休日」「年休付与」「諸割増
率関連」「労災・通災付加補償」「65歳現役社会の
実現にむけた労働環境の構築」「ワーク・ライフ・バ
ランス」「働く者全てに関する取り組み」等、労働条
件全般の改善に取り組む。なお、総合組合は、グ
ループ・関連組合や業種別組合に対し、積極的な
支援を行うこととする。 

2.「魅力ある労働条件づくりと産業・企業の競争力強
化の好循環」を追求 

(1)賃金をはじめとしたトータルとしての労働条件改善
による職場全体の活力発揮と人材確保・定着 

○職場全体の活力発揮にむけ、生活の安心・安定や
働きがい・やりがいの向上に資する、賃金をはじめと
したトータルとしての魅力ある労働条件を求めていく。 

(2)「65歳現役社会」の実現にむけた労働環境の構築 
○「65歳現役社会」の実現にむけては、「60歳以降就

労に関する考え方」をふまえ、2021年度から該当者
に適用できる制度導入をめざし取り組みをすすめ
る。その取り組みに資するものとして、現行の雇用延
長制度におけるモチベーションの向上や職場の一
体感の醸成等の課題に対し、現行制度の改善も求
めていく。 

(3)ワーク・ライフ・バランスの実現と生産性の向上をめ
ざした「働く者を基軸とした働き方改革」 

○長時間労働の是正や、年休取得（失効年休ゼロ）促
進、男女共同参画、両立支援も含め、各企業労使
で「働く者を基軸とした働き方改革」をより強力に推
し進め、ワーク・ライフ・バランスを実現し安心して働
き続けることができる環境を構築する。 

3.経済の自律的成長のための継続的な「人への投資」 
○未組織労働者も含めて同じ職域・職場で働く者、同

じグループや関連した企業で働く者、各労使に関
わる働く者全ての雇用確保と労働条件の底上げ・底
支えにつながるアクションを起こすことで、社会的役
割を果たしていく。 

4.連合・金属労協との連携強化 
○働く者全ての雇用確保と労働条件の底上げ・底支

えに向けて、連合・金属労協の取り組みとの連携強
化をはかりながら取り組みを展開していく。 

1.賃金改善 
○ 産別一体と な っ

て 、 2018 年 度 ・
2019年度の中で２
年分の賃金改善
要求を行う。 

○要求額は、2018年
度 3,500 円 、 2019
年度3,500円以上
を基本とする。 

２．定期昇給 
① 制度的な定期昇

給の実施および
その確認、または
定期昇給相当分
を確保する。 

②定期昇給制度未
確立または未整
備な組合につい
ては、制度化ない
し 整 備 に 取 り 組
む。 

③定期昇給制度未
確立または未整
備の状態で取り組
む 場 合 の 2018 、
2019年度の定期
昇給額または相
当額･率は次のと
おりとする。 

○標準労働者（35歳
・勤続17年）を基
準 と す る 場 合 は
3,700 円 （ 年功的
要素のみ）とする。 

○平均方式の場合
は、平均基準内賃
金の２％相当を目
安とする。 

○組合員はもとより、同じ
企業・グループに働く全
ての労働者の将来的な
「安心・安定」の確立に
向けて、連合・金属労協
方針にもとづき取り組み
を展開していく。 

○雇用と生活の「安心・安
定」に向けて、働く者全
ての雇用確保と労働条
件の「底上げ・底支え」
は、労使の社会的な役
割としても重要であり、
非正規労働者を含め、
男女ともに働きやすい
労働条件づくり、職場環
境づくりに努める。 

○格差改善の取り組みと
して、「速やかに改善す
べき３項目（①年次有給
休暇初年度付与日数、
② 時 間 外 ・ 休 日 割 増
率、③労災・通災付加
補償）」に取り組む。 

○60歳以降者の格差改善
として、以下を取り組む。 

①再雇用制度で組合員籍
が外れる組織について
は、労働組合として責任
をもって対応するために
も、60歳以降者の組合
員化に向け取り組む。 

②福利厚生等において、
60歳以前者と異なる制
度運用をしている組織
は、同一となるよう改善
を求める。 

○産別本部、ならびに総
合組合、グループ親組
合は、働く者全ての雇
用確保と労働条件の底
上げ・底支えの観点か
らも経営要請など積極
的に行動を展開する。 

○直接雇用の非正規労
働者については、組
織化に向けた取り組
みを通年で推進すると
ともに、AP春季取り組
み 期 間 内 に お い て
は、労働条件の均等・
均衡処遇の観点から
以下の取り組みを進
め る 。 具体的に は 、
「労使話し合いの場」
や「別途申し入れ」も
含め、各組合の実態
に応じて対応可能な
方策で取り組む。 

①AP春季取り組みにお
ける賃金改善をふまえ
た改善 

②労災通災付加補償に
おける正社員同等の
取り扱いに向けた改善

③福利厚生も含めた労
働条件の不合理な相
違がないことの確認と
必要な改善 

  ※労働契約法20条お
よびパートタイム労働
法8条・9条 

④労契法改正により2018
年4月以降、無期転換
雇用となる有期労働者
の対応。（労働組合と
しては処遇改善にも努
めるなど、法以上の対
応に取り組む。） 

○派遣労働者について
は、2015年9月に改正
された労働者派遣法
の留意点（特に、事業
所・個人単位の期間
制限（共に3年））に基
づいて対応を行う。 

１．企業内最低賃金協定
の締結と引き上げ 

○未協定組合は協定化
◯企業内最低賃金は、

高卒初任給準拠を基
本とし、ＪＣＭ方針と同
様の月額164,000円以
上の水準をめざし取り
組む。具体的には、月
額2,000円以上の引上
げとし、月間の所定労
働時間をふまえた時間
額を協定に盛り込む。

○年齢別最低賃金は、
中期ビジョンで設定し
ている水準をめざす。
具体的には18歳の賃
金を100として、20歳＝
105、25歳＝120、30歳
＝130、35歳＝140、40
歳＝150、45歳＝160
を目標に各組合で設
定する。 

○なお、企業内最低賃
金の締結と引上げに
ついては、60歳以降者
の実態も考慮して取り
組む。 

２．「ＪＣミニマム（35歳）」
の確立 

○35歳以上者の所定内
賃金で実態把握を行う
とともに、ＪＣミニマム最
低到達水準（35歳21万
円）未達の場合には、
必要な取り組みを行
う。 

○要求基準は、金属労協の
「年間５ヵ月分以上を基本」と
する考え方をふまえ、要求方
式ごとに設定する。 

○要求方式を含めた基本的な
考え方については、各業種
別部会の検討にもとづき取り
組みをすすめる。 

○構成要素は「生活を考慮し
た要素」と「成果を反映した
要素」とし、「生活を考慮した
要素」については年間４ヵ月
（額では120～130万円）程度
とする。 

○「成果を反映した要素」につ
いて、各要求方式で示した
水準以上をめざすことができ
る組合は、その増額につい
て取り組むこととする。 

○財源の確保については、「組
合員平均」または「基準労務
構成にもとづく支給財源方
式」とし、具体的な要求方式
ごとの要求を次に示す。 

①「金額」要求方式 
生活を考慮した要素につい
ては、120万円ないし130万
円とする。成果を反映した要
素については、世間相場の
動向などをふまえながら40
万円を基本に設定する。 

②「金額＋月数」要求方式 
要求は、40万円＋4ヵ月を基
本とする。 

③「月数」要求方式 
要求は、5ヵ月を基本とする。

④業績連動型決定方式 
業績連動型決定方式につい
ては、中期ビジョンの考え方
をふまえる。 

【労働時間・休日・休暇】 
○年間所定労働時間1,800時間

台の実現に向けて、「休日増」
等の取り組みについて業種別
部会毎の判断に基づき要求を
設定する。 

○年次有給休暇については、初
年度付与を20日以上とすること
とし、付与日数の増加をはか
る。 

【ワーク･ライフ･バランス】 
○中期ビジョンに基づき、ワーク・

ライフ・バランス実現の最も基
礎を成す極めて重要な取り組
みとして、年間総実労働時間
1,800時間台の実現をめざす。

①長時間労働の是正とワーク・ラ
イフ・バランスの実現に向け
て、「労使話し合いの場」が未
整備の組合は設置を行う。 

②設置済みの組合は、年間総実
労働時間縮減に向けた必要な
取り組みを推進する。取り組み
内容については、業種別もしく
は個別組合の状況に則して改
善を行うこととするが、「所定外
労働の適正化」「有給休暇取
得率の向上（失効年休ゼロ
等）」について、職場実態や社
会動向を踏まえ、実現に向け
た取り組み内容を労使で認識
共有した上で行う。 

③ワーク・ライフ・バランスの実現
に向けて、部会ごとの判断に
基づきまとまりを持った要求を
設定する。取り組みの観点とし
て、育児や介護、男女共同参
画、家庭や地域への参画、メン
タル面も含めた心身のリフレッ
シュなど、様々な角度から検討
する。 

○安心して働くことのできる社会
の構築に向けた労使の社会
的責務の観点やコンプライア
ンス遵守の観点から、直近に
施行・実施された各種法制に
対する取り組みを展開する。
（改正労働者派遣法、女性活
躍推進法、若者雇用安定法、
改正障害者雇用促進法など） 

○今後改正予定の「働き方改革
推進法案要綱」については、
連合の対応方針に沿って、積
極的に必要な取り組みをすす
める。 

○取り組んできた労働時間削減
や時間外割増率の改善につ
いて、「時間外労働の上限規
制」や「中小企業における月
60時間超えの割増賃金率の
適用猶予廃止」といった労働
基準法の改正に対し先んじて
取り組みを進められるよう労使
で検討を深め、必要な対応を
はかる。「働くことを軸とする安
心社会」の実現に向け、連合
が主催する諸活動へ積極的
に参画する。 

  ○各組織のおかれて
いる状況を相互に
理解したうえで、産
別一体として「65歳
現役社会」の実現
に向け着実な前進
をはかるべく取り組
みをすすめる。 

○先行して具体要求
できる組合は一貫
した雇用形態となる
新たな制度導入を
求め、制度導入を
待たずに取り組め
る項目がある組合
は現行制度の改善
を求めていく。 

○制度導入について
検討が必要な組合
は労使検討を求め
ていく。 

検討中 検討中 
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産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 
すべての労働者の立場にたった 

「働き方」の見直し 

ワークルールの 
取り組み 

男女平等の 
推進 

サプライチェーン全体
で生み出した付加価
値の適正分配／取引
の適正化の取り組み

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日

産業全体の「底上げ・ 
底支え」「格差是正」 

の取り組み 

月例賃金 
・個別銘柄（年齢ポイント）ごとの
「最低到達水準」「到達目標水準」 

・「賃金カーブ維持相当分（構成組
織が設定する場合）」「賃上げ分」 

規模間格差の是正 
（中小賃上げ要求） 

雇用形態間格差の是正 
（時給等の引き上げ） 

男女間賃金格差の是正

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ
・初任給の引き上げ

一時金 
・一時金の要求基準等

長時間労働の是正

均等待遇実現に 
向けた取り組み 

・雇用安定 
・同一労働同一賃金
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Ｊ Ｐ 労 組 

 

方針決定日 

2月16日 

・ＪＰ労組の春闘は「働く
ことの価値向上と安心
社会の実現」と「日本
郵政グループの成長・
発展による働く者の処
遇の向上」をめざした
運動の大きな柱であ
り、連合が掲げる「働く
ことを軸とする安心社
会」の実現とともに組
合員の未来を創造し
ていくための極めて重
要な取り組みであるこ
とから、全組合員・全
機関が一体となって取
り組む。 

・１８春闘は、同一労働
同一賃金の実現によ
る格差是正はもとより、
６５歳定年延長や柔軟
な働き方の実現、長時
間労働の是正など働
き方改革の前進をは
かる春闘となる。厳し
い交渉が予想される
が、優先順位や実現
可能性等を見定めつ
つ、着実な改善に結
びつけていく。 

・月例賃金、一時金等、
経済要求は、組合員の
生活実態をベースに、
経済の好循環の実現を
めざす社会運動の観点
か ら も 、 連 合 方 針 に
則っ た 要求交渉を掲
げ、その実現を追求し
ていく。 

・具体的な要求額等につ
いては、現在、鋭意、組
織内検討中にあり、１月
下旬までに確定してい
く。 

・「賃金カーブ」の維持分として
の定期昇給の確保と連合方
針を踏まえたベースアップに
取り組む。 

・郵政グループ主要4
社（日本郵政、日本
郵便、ゆうちょ銀行、
かんぽ生命）の統一
要求を組み立てると
ともに、関連子会社
の組合員とも連携を
はかり、主要4社に
対する要求を基本
に、グループ全体の
底上げを追求する。 

・これまでも格差是正が
必要との認識に立っ
て、期間雇用社員等
（非正規労働者）の処
遇改善に取り組んでき
た。具体的には①正
社員登用制度(のべ3
万人の登用)、②郵政
最賃制度の確立、③
無期労働契約への転
換制度（法定より1年
半前倒し適用）、一時
金の特別加算等。 

・18春闘においても引き
続き格差是正にむけて
期間雇用社員の賃金
改善をはじめとした処
遇改善に積極的に取り
組む。 

 ・現在の地域別最低賃金
の引き上げ等の動向を
見定めつつ、まずは、
郵政最賃制度（地域別
最低賃金を10円単位で
切り上げた上で20円を
加算した額）の遵守させ
ることを基本に対応して
いく。 

・具体的な要求額は、
現在、検討中にある
が、連合方針に基づ
き月例賃金の引き上
げにこだわりつつ、
年収確保を含め水
準の向上・確保を生
活の底上げ、底支え
の観点から、水準引
き上げに取り組む。

・政府の働き方改革
実行計画での罰則
付きの時間外労働
の上限規制や年次
有給休暇の取得義
務化など、法改正の
動きを追い風にし、
これまでの時間外労
働の縮減に向けた
取り組みに、多用な
働き方を含めた幅広
な視点も加え、取り
組む。 

・連合が掲げる「年間
総実労働時間1800
時間の実現」を追求
し、所定労働時間の
縮減を模索していく
が、まずは、時間外
労働の縮減と平準
化に向けた取り組み
で前進をはかる。 

・昨年の17春闘交渉
を通じ、働き方改革
に関する諸課題の
検討・議論を円滑に
進めるための労使協
議の場を設けること
で会社と合意した経
緯にあり、以降、これ
まで現場実態の検
証・検討を行い、労
使対応してきた。18
春闘では、全体底上
げを基本に、特定す
る個別制度・手当等
のあり方をそれぞれ
単品で判断するの
ではなく、働き方全
般で、中長期的な視
野をもって処遇の底
上げにつなげること
が出来るよう、具体
的要求を組み立て
ていく。 

・ＪＰ労組の基本スタン
スは、①処遇の底上
げによる不合理な処
遇差の解消をめざ
す、②そのための財
源確保に向けて、事
業の採算性・生産性
等の向上等を追求
する、③優先順位や
実現可能性等を見
定めつつ、着実に改
善を進めていく、で
ある。 

・定年まで安心して
働 き 続 け る た め
に、病気の治療と
仕事の両立ができ
る環境整備を求め
ていく。 

・働き方全般にわた
る 実 態検 証の 上
に、多用な働き方
の実現、ワーク・ラ
イフ・バランスの追
求、65歳定年制の
実現等も視野に入
れ、新たな制度等
の検討を行う。 

・ 17 春 闘 に お い
て、育児による早
期離職防止、育
児により離職後、
早期に役職に復
帰できる仕組みと
して、再採用制度
の要件としてきた
育児・ 介護に 加
え、「妊娠・出産」
「配偶者動向」の
事由をあらたに追
加させてきた。18
春闘においても
継続して育児に
対応する制度の
拡充と介護施策
のさらなる充実に
向けた環境の整
備を求めていく。 

  2月中旬 3月中旬 
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闘
 

産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 
すべての労働者の立場にたった 

「働き方」の見直し 

ワークルールの 
取り組み 

男女平等の 
推進 

サプライチェーン全体
で生み出した付加価
値の適正分配／取引
の適正化の取り組み

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日

産業全体の「底上げ・ 
底支え」「格差是正」 

の取り組み 

月例賃金 
・個別銘柄（年齢ポイント）ごとの
「最低到達水準」「到達目標水準」 

・「賃金カーブ維持相当分（構成組
織が設定する場合）」「賃上げ分」 

規模間格差の是正 
（中小賃上げ要求） 

雇用形態間格差の是正 
（時給等の引き上げ） 

男女間賃金格差の是正

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ
・初任給の引き上げ

一時金 
・一時金の要求基準等

長時間労働の是正

均等待遇実現に 
向けた取り組み 

・雇用安定 
・同一労働同一賃金
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電 力 総 連 

 

方針決定日 
2月15日                       

電力総連2018春季生活闘
争は、雇用の維持拡大、労
使の協力と協議、成果の公
正な分配を柱とした「生産
性三原則」の意義を労使が
改めて共有したうえで、健
全な産業の発展の基盤と
なる人材の維持・確保、技
術・技能の維持・継承等の
着実な実現に向け、賃金
引き上げをはじめとする
「人への投資」を促すととも
に、職場を熟知する労働組
合による働く者のための働
き方の見直しを進めること
で、明日への活力につな
げていくことが重要との認
識に立ち、以下の方針をも
とに取り組みを展開する。 
1.賃金については、賃金

カーブ維持分を確保した
うえで、「経済の自律的
成長」などマクロの観点
に加え、電力関連産業の
健全な発展に不可欠な
人材の維持・確保等に資
するよう賃金改定に取り
組み、もって電力関連産
業に働く者の「底上げ・底
支え」「格差是正」「復元」
を継続・前進させる。 

2.賞与・一時金について
は、年間賃金の一部とし
て安定した生活を支える
生活給部分を最低限確
保することを基本に取り
組むこととし、過去の妥結
実績、企業業績、生産性
向上や職場実態などを
勘案した要求を行う。 

3.仕事と私生活の調和が
図られる環境の整備につ
いては、過労死・過労自
殺を絶対に起こさせない
ことはもとより、健康障害
の未然防止等に向けて、
時間外労働の上限規制
導入を見据え、先行的な
取り組みによって長時間
労働の早期是正をめざ
すとともに、育児・介護・
治療といったライフイベン
トに応じたより多様な働き
方を構築するなど、ワー
ク・ライフ・バランスの実現
をめざす取り組みを進め
る。 

4.電力関連産業で働く誰も
が安心して働き続けること
ができるよう、高年齢者雇
用、障がい者雇用、女性
活躍推進等、労働環境の
確保・改善、制度の整備・
充実に向け取り組む。 

5.非正規労働者の待遇改
善の取り組みについて
は、労働諸条件向上の
基盤となる組織化を進め
るとともに、同一労働同
一賃金の実現に向けた
法改正を見据え、同じ職
場で働く仲間として、正
社員との均等・均衡待遇
の確立につながる取り組
みを進め、電力関連産業
に働く者全体の底上げを
図る。 

賃金カーブ維持分の確保に加え、
「経済の自律的成長」などマクロの
観点からの所得向上、電力関連産
業を支える人材の維持・確保などに
資する賃金引き上げ、「格差是正」・
「復元」などを通じて、電力関連産業
に働く者の「底上げ・底支え」をめざ
し、3,000円以上の賃金改定に取り
組む。 
(1)自社の賃金実態の把握 

交渉の事前準備として、賃金実態
を把握し賃金カーブ維持分に必
要な原資の算出を行うとともに、
賃金カーブの歪みや賃金分布の
偏りなどの課題把握を行う。また、
過去の賃金カーブと比較して、賃
金水準が経年的に低下している
などの要因の検証も十分に行う。 

※賃金カーブの歪みとは：モデル賃
金カーブと比較し傾きの度合いや
歪みについて把握する 

※賃金分布の偏りとは：年齢間や男
女間などでのバラツキの有無につ
いて把握する 

(2)賃金カーブ維持分の確保 
○賃金制度（昇給ルールが制度化

されている）が確立している加盟
組合は、その賃金表を維持する。 

○賃金制度（昇給ルールが制度化
されている）が確立していない加
盟組合は、賃金カーブ維持分を
要求する。 

○雇用安定を優先して、定期昇給
相当分の凍結や削減などを行わ
ざるを得なかった加盟組合は、そ
れを回復する。 

(3)賃金制度の確立 
賃金制度・体系が確立されていな
い加盟組合は、賃金実態を把握
し、自社の課題を明らかにしたう
えで、労使による検討・協議の場
を設置し、賃金制度・体系の確立
に向け取り組む。とくに、安定的な
賃金水準を確保する観点から、定
期昇給のルール化を図っていく。 

(1)賃金の「格差是正」・「復元」へ
の取り組み 
自社の賃金実態を把握し、電
力総連ミニマム水準より低位に
ある加盟組合や経年的に賃金
水準が低下してきている加盟組
合は、以下に掲げる指標を参考
に、要求水準を決定し、賃金水
準の格差是正・復元に積極的
に取り組む。 

①個別賃金水準が「電力総連ミニ
マム水準」を下回る加盟組合
は、最低限必要な生計費を確
保する観点から、その水準に到
達するよう取り組む。 

時給引き上げについ
ては、最低賃金協定
額を考慮し960円を
めざし、職務内容、
契約期間の実態など
を踏まえた要求また
は要請を行う。 
なお、960円を超え
ている場合は、今年
度の地域別最低賃
金引き上げ額（平均
25円）などを踏まえ
た要求または要請を
行う。 

特になし ○最低賃金協定
の取り組み 

パートタイム労働
者・有期契約労
働者なども含め
た電力関連産業
に働く者すべて
の企業内最低賃
金として、以下の
要求水準を踏ま
えて、組合ごとの
最低賃金協定を
締結する。 
【最低賃金締結
基準：東京都・神
奈川の地域別最
低賃金時間額を
考慮し、18歳相
当額として月額
「167,000円以上」
ま た は 時 間 額
「960円以上」】 
※ 東 京 都 （ 958

円） 神奈川県
（ 956 円） を 考
慮し 、 18 歳相
当額（ 960 円）
×法定労働時
間（174 時間）
≒167,000円

○初任給の引き
上げ 

技術・技能の継
承を 図るうえで
安定的な新規採
用 は 必 要 で あ
り、労働需給の
情勢や同業他社
との比較・分析を
行い、電力関連
産業を支える有
用な人材を確保
できるよう各加盟
組合で要求額を
決 定 す る 。 な
お、電力総連ミ
ニマム水準18歳
相当額を下回っ
ている加盟組合
はその確保に向
けて取り組む。

賞与・一時金につ
いては、年間賃金
の一部として安定
した生活を支える
生活給部分を最
低限確保すること
を基本として、次
により要求を行う。
(1)要求水準 

「年間4ヵ月を最
低 水 準 」 と す
る。なお、過去
の 妥 結 実 績 、
企 業 業 績、 生
産性向上や職
場実態なども勘
案した要求を行
う。 

(2)要求・妥結方式
賞 与 ・ 一 時 金
は、年間賃金の
一部として位置
づけ、年間収入
の安定を図るた
め、夏冬型によ
る年間要求・年
間妥結を基本と
する。 

(3)冬季分の扱い
冬季分につい
ては、賃金引き
上げ後のベー
スを使用し、夏
季分 に 準じ た
扱いとする。 

(4)支給日 
夏季分は6月上
旬、 冬季分は
12 月上旬と す
る。 

年間総実労働時間1800時間の
達成をめざし、以下のとおり取り
組む。 
(1)労働時間に関する労使協議

の充実 
○36協定の特別条項の限度時

間引き下げ、休息時間確保施
策等の長時間労働解消に向
けた労使行動計画の策定に
努める。 

○労働時間管理における厚生
労働省「労働時間の適正な把
握のために使用者が講ずべき
措置に関するガイドライン」に
則った取り組みを求める。 

(2)年次有給休暇の取得向上の
取り組み 

○年次有給休暇の取得目標「年
間10日以上」をめざす。労働
基準法改正により事業者に年
休5日の時季指定権が義務化
予定であることを踏まえ、取得
日数が5日未満の組合員をな
くすよう制度や対策を求める。

(3)年間所定労働時間短縮の取
り組み 

○年間所定労働時間が2000時
間を超えている加盟組合は、
休日日数を増やすなど、年間
所定労働時間を2000時間以
下とするよう要求を行う。 

(4)所定外労働時間の削減など
の取り組み 

〇36協定の締結について、以下
の内容を基本とする。 

・休日労働時間を含む時間外労
働時間は、１ヵ月45時間以内、
年360時間以内に抑えることを
原則とする。 

・やむを得ず特別条項を締結す
る場合においては、休日労働
時間を含めて年720時間以内と
することを基本とし、原則（１ヵ月
45時間以内、年360時間以内）
を踏まえ、より抑制的な時間と
なるよう取り組む。 

・休日労働を含めて年720時間を
超えざるを得ない場合であって
も、労働基準法改正により導入
される予定の時間外労働の上
限時間（1ヵ月100時間、2ヵ月な
いし6ヵ月平均80時間）に張り付
いたままとならぬよう、業務運営
や人員配置の見直しに向けた
労使協議を行い、休日労働時
間を含め年720時間以内に近
づけるべく、段階的に引き下げ
を行う。 

・時間外労働の限度基準適用除
外業務（建設業・自動車運転業
務など）においても、他業種と
同様の上限時間を設定すること
等を基本に取り組みを進める。

・時間外労働時間の積算は、所
定労働時間を上回る労働時間
とする。 

〇過重労働に係わる医師の面
談指導については、月45時間
超過者で健康への配慮が必要
な者も対象とすることを求め
る。 

○勤務間インターバル規制の導
入など、十分な休息時間の確
保に向け、職場実態に応じた
実効性のある制度導入や対
策を求める。 

（５）時間外割増率の引き上げ 
〇時間外割増率30％以上となる

よう取り組む。 
〇1ヵ月60時間超の時間外労働

の割増率猶予対象企業にお
ける50％以上の早期実現に
取り組む。 

(1)パートタイム労働者・有
期労働契約者などの待
遇改善の取り組み 

○パートタイム労働者・有
期契約労働者などにつ
いて、労働条件などの
実態把握、ニーズを把
握するための対話活動
などを実施し、当該者
および労使で共通認識
を図り、労働条件向上
と組織化に向けた取り
組みにつなげる。 

○ 組 織 化 に 向 け て は 、
2013年4月1日施行の
改正労働契約法によ
り、有期契約労働者に
対する無期転換ルール
適用が2018年4月1日
から開始されることを好
機ととらえ取り組みの加
速化につなげる。 

○ 正社員と 同視す べ き
パートタイム労働者・有
期契約労働者などの正
社員化または正社員に
向けたルール作りを行
う。 

○ 正社員と 同視す べ き
パートタイム労働者・有
期契約労働者などにつ
いては、正社員との均
等待遇に向けて取り組
む。 

○正社員と異なる働き方
をしているパートタイム
労働者・有期契約労働
者などについても、正
社員との均等・均衡待
遇に向けて取り組む。

○2018年４月から５年を
超えて反復更新される
有期契約労働者に対
する無期転換権が発生
することを踏まえ、有期
契約労働者の実態を
把握したうえで、正社
員転換を含む無期転
換に関するルール作り
を確実に行う。 

○パートタイム労働者・有
期契約労働者が無期
契約労働者へ転換した
際の労働条件について
は、正社員との均等・
均衡を考慮し、働き方
に相応しい処遇となる
よう労使対応を行う。 

(2)派遣労働者の取り組み
○同じ職場で働く派遣労

働者について、情報開
示を求めるなど、実態
把握を行う。 

○同一事業所で３年を超
えて受け入れる際の労
働組合に対する意見聴
取においては、要員に
関する事項や雇用延
長期間などについて、
労使対応を行う。 

○派遣先に課せられた雇
用安定措置や均等・均
衡待遇、雇い入れ努力
義務などの実施状況に
ついても適宜報告を求
める。 

○派遣労働者に対し、派
遣先の募集情報の周
知が適切に実施されて
いるか適宜報告を求め
る。 

１．仕事と育児・介護・治療の
両立支援の取り組み  

(1)改正育児・介護休業法など
法改正を踏まえた取り組み
を進める。 

(2)仕事と育児・介護・治療の
両立支援制度の整備・拡
充について以下のとおり取
り組む。 

〇育児休業を取得できる子
の年齢について３歳年度
末をめざすとともに、必要
に応じて事業所内託児所
の設置に向け取り組む。 

〇育児短時間制度の対象年
齢拡大をめざす。 

〇育児目的休暇の導入に努
める。 

〇介護休業および介護休暇
の拡充および柔軟な働き
方の構築に向けて取り組
む。 

〇長期治療が必要な者に対
して、両立支援プラン策定
など、個々人の状況に応じ
た可能となるよう取り組む。 

〇 休業 者の 職 場 復帰に 向
け、職場復帰支援プラン策
定など、各種制度の充実
や支援策拡充に向けて取
り組む。 

〇やむを得ない事情により退
職した者に対する再就職・
再雇用制度の導入に取り
組む。 

〇単身赴任者支援に向け、
時 間 単 位 休 暇 の 導 入 な
ど、職場実態に合わせた取
り組みを行う。 

〇次世代育成支援対策推進
法への対応など、職場実
態に合わせた取り組みを行
う。 

２．誰もが安心できる労働条
件や労働環境の確保 

(1)高年齢者雇用への対応に
ついて以下のとおり取り組
む。 

〇希望者全員を65歳まで継
続雇用するよう取り組む。 

〇高年齢雇用者の賃金水準
について、労働の価値や
貢献にふさわしく、かつ、
高年齢期の社会水準の確
保をめざした取り組みを図
る。 

〇組織化に向けて取り組む。 
(2)女性の活躍推進に向け、

職場課題の把握を行い、
行動計画に反映するよう労
使対応を行う 

(3)障がい者について、差別
的な取り扱いや合理的な
配慮の把握および必要に
応じた改善に努める。 

(4)退職一時金制度の確立・
整備に向け、電力総連クリ
ア水準をめざした取り組み
を行う。 

(5)災害補償制度の充実に向
け、電力総連クリア水準を
めざした取り組みを行う。 

(6)ストレスチェック制度の活
用に向け、受検率・面談実
施率の向上、派遣労働者
に対するストレスチェックの
実施状況の確認、集団分
析による職場改善に取り組
む。 

女性活躍推進法に
基づく取り組みにつ
いては、2016年4月
1日施行の女性活
躍 推 進 法 や 連 合
「第4次男女平等参
画推進計画」および
電力総連「男女平
等参画社会の実現
に向けた取り組み」
を踏まえ、以下の内
容を基本に取り組
む。 
○女性の活躍推進

に向け、職場実
態や課題の把握
を行い、 行動計
画に反映するよう
労使対応を行う。
なお、義務化の
対象となっていな
い300名以下の組
合においても、法
の趣旨を踏まえ、
同様な取扱いと
なるよう取り組む。 

○春季生活闘争の
取 り 組 み を 通 じ
て、職場ニーズや
課題などの把握
に 努 め る と と も
に、非正規労働
者においても同
様な取扱いとなる
よう取り組む。 

○女性の活躍推進
に関する取り組み
の実施状況など
が優れた企業を
厚生労働大臣が
認定する「えるぼ
し」制度について
は、誰もが働きや
すい労働環境を
整備するという観
点に 加え、人材
の確保や公共調
達における加点
評価などの優遇
措置があることを
踏まえ、認定取得
に向けた取り組み
を通じてさらなる
環境整備を進め
る。 

加盟組合の 雇用
安定、賃金水準や
労働条件の 維持
向上を図るため、
電力総連・構成総
連は、加盟組合の
要求案策定の 段
階から、情報連携
を密にし、支援を
行うとともに、取引
関係の適正化に向
け、次の考え方に
基づいて取り組み
を強化する。 
○自社の経営環境

を踏まえた、当
該労使の真摯な
論議による主体
的な解決が図れ
るよう支援を 行
う。また、交渉環
境整備と して 、
取引関係が当該
労使自治による
春闘交渉に悪影
響を及ぼすこと
がないよう、申入
れや要請を行う
とともに、グルー
プ企業内におけ
る適正な価格転
嫁と公正取引の
推 進 に つ い て
も、各構成総連
で開催される労
使懇談会や個別
オルグなどを活
用した取り組み
を図る。 

○労働環境点検活
動の結果、労働
協約などに改善
・充実が必要な
加盟組合や賃金
実態把握が未実
施、電力総連ミ
ニマム水準に未
達、賃金カーブ
維持分が確保で
きていないなど
の加盟組合と連
携を強化し、加
盟組合の実態に
あった取り組み
について重点的
な支援を行う。 

○業種別部会ごと
の賃金カーブ維
持分の一部とし
て、定期昇給相
当分の情報開示
を加盟組合の要
求案策定前に行
い、電力総連内
の相場形成に努
める。なお、その
他の加盟組合に
おいても、構成
総連内に対して
情報開示に努め
る。 

雇用安定と人材
確保 
○加盟組合は、企

業の 経営状況
や 経営計画な
どを確実に把握
したうえで、経
営基盤の 安定
に 向 け た 労 使
協議を行うととも
に、雇用安定や
人材の確保・育
成の 重要性に
ついて、労使の
共通 認 識を 醸
成していく。 

○加盟組合は、雇
用安定に 資す
る条項の整備に
向けて、人事条
項 に 関 す る 事
項に つ い て 確
認するとともに、
労働協約の 締
結、整備・充実
に取り組む。 

○構成総連は、加
盟組合間の 連
携をいっそう深
め、職場課題を
的確に 把握す
るとともに、雇用
安定や人材の
確保・育成に係
わる諸課題の解
決に向けて、労
使懇談会の 充
実に取り組む。

○電力総連・構成
総連・加盟組合
・各部会は、状
況に応じて、申
入 れ の 実 施 を
含め、雇用安定
や人材の確保・
育成につながる
取 り 組 み を 行
う。 

2月20日 調整中

【電力総連ミニマム水準】 

年齢 18歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 

扶養 単身 単身 単身 配偶者
+子1 

配偶者
+子2 

配偶者
+子2 

配偶者
+子2 

配偶者
+子2 

水準
（円） 153,800 162,300 188,300 225,200 277,500 310,700 337,000 357,600 

※水準は人事院標準生計費を基に算出 
※地域別最低賃金に法定労働時間（174時間）を乗じた値がミニ

マム水準を超える地域は、地域別最低賃金に法定労働時間を
乗じた値を目指す 

②経年的に賃金水準が低下している加盟組合は、その実態
を把握し、社会水準（厚生労働省：賃金構造基本統計調
査・規模計）をめざすという考え方に基づき、格差是正およ
び復元に取り組む。なお、電力総連加盟組合300名以下
の個別賃金30歳ポイント（単純平均）での指標を示すと次
のとおりとなる。 

（参考） 

指標1 
○社会水準との格差是正 

個別賃金が直近の社会水準と比較し低位にある場合
は、中期的にその格差是正に取り組む。【1,500円】 

指標2 
○自社賃金水準ピークへの復元 

自社賃金水準ピークへの復元をめざし、職場実態を
踏まえ、中長期的にその復元に取り組む。【1,800円】 

指標3 
○社会水準ピークとの格差是正 

連合全体としてめざす水準であり、職場実態を踏ま
え、中長期的にその格差是正に取り組む。【2,000円】 

2018 
指標 

○社会水準回帰線との格差是正 
個別賃金が直近の社会水準と比較し低位にある場合

の、短期的な取り組み。【2,800～8,500円】 

 

       
 (4)個別賃金水準の引き上げ 

自社の賃金実態や個別の事情などを勘案し、個別賃金水準
の引き上げが必要と判断される加盟組合は、社会水準の
確保や水準低下の回復、賃金カーブの歪みや賃金分布の
偏りの是正など、以下に掲げる指標などを踏まえ取り組む。 

①社会水準をめざす加盟組合は、下表の目標水準を参考に、
その獲得に取り組む。 

 【目標水準】 
 目標水準Ⅰ 目標水準Ⅱ

高卒18歳（初任給） 169,200円 169,200円 

高卒20歳・勤続2年 172,000円 179,000円 

高卒25歳・勤続7年 218,000円 243,000円 
高卒30歳・勤続12年 

（主要指標） 263,000円 290,000円 
高卒35歳・勤続17年 

（主要指標） 301,000円 338,000円 

高卒40歳・勤続22年 343,000円 391,000円 

高卒45歳・勤続27年 385,000円 445,000円 

※電力総連賃金実態調査ならびに厚生労働省賃金構造基本統計
調査の過去5年平均額を勘案し算出。目標水準Ⅰは中位、目標水
準Ⅱは第3四分位。 

※高卒18歳（初任給）については連合加盟組合における主要組合
の高卒初任給水準考慮し設定。 

②賃金制度改定による影響の検証と回復 
労使合意した賃金制度について、事業環境等を踏まえ、月例
賃金の一時的減額や定期昇給原資等を減額改定した場合な
どは、その後の個別賃金水準の実態を把握し、自社の社会
的位置取りや組合員の労働意欲向上を勘案し要求を行う。 

③賃金カーブの歪みや賃金分布の偏りの是正 
自社の賃金実態を把握し、歪みや偏りがあり、是正が必要と

判断される場合は、その改善に取り組む。 
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産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 
すべての労働者の立場にたった 

「働き方」の見直し 

ワークルールの 
取り組み 

男女平等の 
推進 

サプライチェーン全体
で生み出した付加価
値の適正分配／取引
の適正化の取り組み

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日

産業全体の「底上げ・ 
底支え」「格差是正」 

の取り組み 

月例賃金 
・個別銘柄（年齢ポイント）ごとの
「最低到達水準」「到達目標水準」 

・「賃金カーブ維持相当分（構成組
織が設定する場合）」「賃上げ分」 

規模間格差の是正 
（中小賃上げ要求） 

雇用形態間格差の是正 
（時給等の引き上げ） 

男女間賃金格差の是正

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ
・初任給の引き上げ

一時金 
・一時金の要求基準等

長時間労働の是正

均等待遇実現に 
向けた取り組み 

・雇用安定 
・同一労働同一賃金

イ 

ン 

フ 

ラ 

・ 

公 

益 
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連

絡

会

議

情 報 労 連 
 

方針決定日 

1月31日 
第48回中央
委員会 

超少子・高齢化による
労働力不足が顕在化
する中で、経済の自律
的かつ持続的な成長
を促すためには、「人
への投資」による働く
者のモチベーションの
維持・向上と「ディーセ
ント・ワークの実現」は
必要不可欠である。と
りわけ、多様な雇用形
態間等にみられる不
合理な格差の是正や
「サプライチェーン全
体の付加価値の適正
分配」の推進を図ると
ともに、すべての労働
者が安心して働き続け
られる環境整備が必
要。また、9月に厚生
労働大臣に答申され
た『働き方改革関連法
案』では、時間外労働
の上限規制や同一労
働同一賃金の実現に
向けた改正内容が示
されているが、労使双
方がこれらの法改正に
対し主体的に対応を
進めるとともに、今次
春闘の取り組みにお
いて、「働く仲間の命と
健康を守る」労働時間
の適正化や、これまで
の春闘において処遇
改善が不十分であっ
た中小企業や有期契
約等雇用で働く仲間
に光を当てる取り組み
に積極的につなげて
いくことが極めて重要
である。 

最低到達目標水準(所定内賃金) 
年齢     18歳      25歳      30歳 

勤続年数    0年       7年      12年 
賃金水準 160,000円 192,000円 225,000円 
 

年齢     35歳      40歳      45歳 
勤続年数   17年      22年      27年 
賃金水準 258,000円 282,000円 304,000円 
 
めざすべき賃金水準 

年齢     18歳       25歳      30歳 
勤続年数    0年        7年      12年 
賃金水準 170,000円 220,000円 270,000円 
 

年齢     35歳       40歳      45歳 
勤続年数  17年       22年       27年 
賃金水準 320,000円 350,000円 375,000円 
 
連合方針を受け止め、２％程度（定期昇給相
当分を含め４％程度）を基準とした賃金引き
上げによる「底上げ・底支え」「格差是正」と
「すべての労働者の立場にたった『働き方』の
見直し」を最重点に、2018 春季生活闘争を
すべての働く仲間の「総合労働環境（賃金・
一時金・福利厚生・労働時間および労働関係
法制を踏まえた環境整備等）の改善」をめざ
す闘いと位置づけ、構成組織が一丸となって
取り組む。 

中小企業に対置する加盟
組合は、①情報労連『最
低到達目標水準』『めざ
すべき賃金水準』②連合
「中小共闘方針」――を
意識し、定期昇給相当分
（ 賃金カ ーブ維持相当
分）を含め、賃金引き上げ
に向け最大限の要求を確
立する。 
なお、賃金制度がない加
盟組合については、情報
労連「賃金テキスト」を参
考に、生活の安心・安定
に資する制度確立を要求
する。 

有期契約等労働者の賃
金改善については、連
合2018春季生活闘争方
針を踏まえつつ、有期
契約等労働者の役割・
責任や働き方等に応じ
た要求を確立する。 

 2018年度情報労連最低
賃金協定については、
情報労連に働く仲間のミ
ニマム・セーフティネット
と位置づけ、現行の枠組
み「（1000円－地域別法
定最賃）×3％＝地域別
上積み額」を踏まえ、す
べての加盟組合に対置
する企業に要求する。 

一時金につい
ては、「年間収
入 の 確 保 ・ 向
上 」 の 観 点 か
ら、前年実績を
確保した上で、
さらなる上積み
をめざす。 

すべての加盟組合は、労働
組合自らの課題として、すべ
ての働く仲間の「命と健康を
守る」観点から、「情報労連・
時短目標」の達成に向けた
労使協議を徹底するととも
に、次に掲げる過重労働対
策に取り組む。 
(1)罰則付き時間外労働の上

限規制を先取りした具体
的な取り組み 

①加盟組合においてⅰ）36
協定の点検（休日労働の
抑制、限度時間を超える
場合の健康確保措置、過
半数労働組合・過半数代
表者制のチェック、36協
定の周知状況）、ⅱ）労働
時間管理の新ガイドライン
等を踏まえた労働時間管
理・適正把握の徹底、ⅲ）
事業場外みなしおよび裁
量労働制の適正運用に
向けた点検――に取り組
む。 

②すべての加盟組合は、36
協定「特別条項」による延
長時間の上限について
「情報労連・時短目標」を
意識した設定に向け労使
協議の徹底を図る。 

③特別条項付協定の締結
にあたっては、厚生労働
省「時間外労働の限度に
関する基準（2010年４月
改訂）」を踏まえ、「特別の
事情」は臨時的なものに
限定し、事前協議の手続
きにおいて厳格に運用す
る。 

(2)「勤務間インターバル制
度（原則11時間）」の導入
勤務間インターバル制度
導入（休息時間の一定確
保）の努力義務化を見据
え、1日の休息時間を確
保する「勤務間インターバ
ル制度（原則11時間）」の
導入に向けた取り組みを
さらに強化する。 

(3)中小企業における月60 
時間を超える割増率の引
き上げ 
中小企業に対置する加盟
組合は、『働き方改革関
連法案』において、「月60
時間を超える法定時間外
労働の割増賃金率の中
小企業への猶予措置」が
2022年4月1日以降に廃
止と示されていることを踏
まえ、法施行に先がけ月
60時間超え割増賃金率
の50％以上への引き上げ
に向けた労使協議を徹底
する。 

(1)「同一労働同一賃金
ガイドライン案」への
対応 

情報労連「『同一労働同
一賃金ガイドライン案』
に対する取り組み」を踏
まえ、正社員と有期契
約等労働者の間の不合
理な待遇差の解消に向
けて労働条件等の点検
を実施し、有期契約等
労働者の労働条件改善
要求につなげる。 
(2)『改正労働契約法』

第 18 条 （ 無 期 転 換
ルール）等に対する
取り組み 

2018年４月より『改正労
働契約法』第18 条（無
期転換ルール）が適用
されることを踏まえ、対
象となる有期契約労働
者に対する周知および
無期転換促進の取り組
み に 加 え 、 無 期 転 換
ルール回避目的の雇い
止めの防止、労働条件
の整備等に向けた取り
組みを強化するととも
に、正社員等に転換す
るための制度を整備す
る。 
(3)派遣労働者への取り

組み 
①事業場ごとにおける

派遣労働者の実態把
握と受入れ起算日の
確認など、意見聴取
等の取り組み強化と
当該派遣労働者への
周知等を徹底する。 

②同一労働同一賃金に
向けた法整備におい
て、派遣労働者と派
遣先労働者の均等・
均衡待遇が原則とさ
れて いることを踏ま
え、派遣労働者の賃
金・労働条件を点検
した上で、事業主に
均等・均衡待遇が可
能な水準での派遣料
金の設定を求めるとと
もに、食堂・休憩室・
更衣室などの福利厚
生施設の利用につい
ては、派遣労働者に
不合理な条件などが
設定されることなく等
しく利用できるよう取り
組む。 

連合「2018年度重点政策実現の
取り組み」に結集し、春季生活闘
争の「総合労働環境の改善」を運
動の両輪として取り組みを展開
するとともに、加盟組合は、労働
関係法制等を踏まえたワーク
ルールの浸透・徹底および『働き
方改革関連法案』を意識し、以下
の取り組みを強化する。 
1.『改正労働基準法』に関する取

り組み 
「企画業務型裁量労働制」に
おける対象業務への「課題解
決型の開発提案業務」と「裁量
的にPDCAを回す業務」の追
加や「高度プロフェッショナル
制度」の創設については、長
時間労働の助長にもつなが
り、さらなる過重労働を招く危
険性があることから、導入に反
対の立場で、連合と連携し、取
り組みを強化する。 

2.同一労働同一賃金の実現に向
けた法改正に関する取り組み 
雇用形態間の不合理な待遇
差を解消するための規定の整
備（『パートタイム労働法』『労
働契約法』『労働者派遣法』）
については、今後の国会論議
の動向を見極めつつ、連合と
連携して対応を強化する。 

3.『改正障害者雇用促進法』に関
する取り組み 

(1)2018年4月より『改正障害者雇
用促進法』の法定雇用率が2.2
％（45.5人以上の民間企業）に
引き上げられることを踏まえ、
障がい者雇用率の把握とその
達成に取り組む。 

(2)また、「障がい者であることを
理由とした不当な差別的取り
扱いの禁止」「合理的配慮の
提供義務」「相談体制の整備・
苦情処理および紛争解決の援
助」が事業者の責務となったこ
とから、労働協約・就業規則の
チェックや見直しに取り組む。 

4.その他の法制に関わる取り組
み 

(1)企業間における公正・適正な
取引関係の確立や、税による
所得再分配機能の強化に向け
た取り組みなど、連合「2018 
年度 重点政策実現の取り組
み」の対応を強化する。 

(2)『高年齢者雇用安定法』*を踏
まえた雇用継続制度の導入お
よび高齢者雇用のための環境
整備や短時間労働者の社会
保険適用拡大の遵守状況等
の確認、『女性活躍推進法』
『男女雇用機会均等法』の定
着・点検、育児・介護・治療と
職業生活との両立支援の整備
に継続して取り組む。 

 「 底上げ ・ 底支え 」
「格差是正」を最重
視した月例賃金改善
方針を確立するとと
も に 、 「 サ プ ラ イ
チェーン全体の付加
価値の適正分配」を
意識し、「公正取引
の推進」「適正な価
格転嫁」を企業側に
求める。 

 統一日は設
定していな
い。全国単
組は2月末
までに提出

統一日は設
定していな
い。 
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基本的な考え方 賃上げ要求 
すべての労働者の立場にたった 

「働き方」の見直し 

ワークルールの 
取り組み 

男女平等の 
推進 

サプライチェーン全体
で生み出した付加価
値の適正分配／取引
の適正化の取り組み

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日

産業全体の「底上げ・ 
底支え」「格差是正」 

の取り組み 

月例賃金 
・個別銘柄（年齢ポイント）ごとの
「最低到達水準」「到達目標水準」 

・「賃金カーブ維持相当分（構成組
織が設定する場合）」「賃上げ分」 

規模間格差の是正 
（中小賃上げ要求） 

雇用形態間格差の是正 
（時給等の引き上げ） 

男女間賃金格差の是正

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ
・初任給の引き上げ

一時金 
・一時金の要求基準等

長時間労働の是正

均等待遇実現に 
向けた取り組み 

・雇用安定 
・同一労働同一賃金
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全 国 ガ ス 

 

方針決定日 

1月26日 

◆経済の自律的成長に向
け、所得の向上による消
費拡大をはかることが必
要であり、適正な所得の
分配や底上げを実現する
ことが、包摂的な社会の
構築に資することから、地
域の活性化や賃金の社会
性を踏まえた取り組みを
進めていく。 

◆取り組み項目について
は、①賃金を中心としたう
えで、②一時金、③最低
賃金、④主体的取り組み
項目の「4本柱」とする。加
えて、産別内でも労働諸
条件が維持できていない
単組や相対的に水準の低
い単組があることを踏ま
え、「復元・底上げ・底支
え」を強く意識し、格差拡
大の動きを反転させる取り
組みを強力に進めてい
く。格差是正の観点から
は、働く仲間への波及効
果も意識した取り組みを
進める。 

◆中期的な観点も含めた幅
広い視点から取り組みを
行う「賃金要求」の考え方
に沿って取り組むことと
し、各単組の主体的な判
断のもと、月例賃金の復
元・改善・維持といった賃
金に関する取り組みに加
え、賃金水準の維持・向
上をはかっていくうえでの
ベースとなる賃金体系・制
度の導入・整備に向けた
取り組みを行う。 

   ◆産業別最低賃金  
月額142,000円 

◆前年実績月数維持
を基本としつつ、各
単組の状況を加味
した要求を行う。 

 ◆各単組が実態に応
じて主体的に取り
組む（同一労働同
一賃金の実現に向
けた法改正に関す
る取り組み、働く仲
間の職場環境・労
働環境の把握・改
善、労働者派遣法
への対応、有期労
働契約〔無期転換
ルール〕に関する
取り組み、連携強
化に向けた取り組
み等）。 

◆各単組が実態に
応じて主体的に
取り組む（労働基
準法、育児・介護
休業法、確定拠
出年金法、年金
機能強化法、労
働安全衛生法、
職業安定法、障
害 者 雇 用 促 進
法、女性活躍推
進法、 祝日法、
労働者派遣法へ
の対応等）。 

  ◆各単組が実態に応じて主体的に
取り組む。 
①諸手当に関する項目、②企業

の健全な発展に向けた取り組みに
関する項目（経営情報の確認、電力
・ガスシステム改革の影響を踏まえ
た経営ビジョンや自由化への対応・
準備状況の確認、グループ経営の
状況の確認、組合員への影響・期待
の確認ならびに意見提言、生産性
向上に向けた取り組み等）、③企業
内福利厚生制度に関する項目、④
人事処遇制度に関する項目（職能
資格制度や人事考課制度の整備・
見直し、育児・介護・治療と仕事の両
立の推進に関する制度の整備・充
実、不慮の事故・災害に備えた諸制
度の整備・充実等）、⑤人材の確保・
定着と人材育成に関する項目、⑥安
全・衛生・健康のための体制・制度
の確立・充実に関する項目、⑦60歳
以降の充実した働き方・暮らし方に
向けた諸制度に関する項目、⑧労
働時間に関する項目（労働時間短
縮、労働時間管理の適正化、ワーク
・ライフ・バランスの推進等）、⑨労働
協約の締結、整備・充実に関する項
目、⑩組織活性化、コミュニケーショ
ンの充実に関する項目 

2月23日 終息目標に
ついては、
3月内決着
に向けて努
力し、4月13
日(金)まで
に決着 

全 水 道 

 

方針決定日 

1月26日 

公務労協方針を基本と
する。 

公務労協方針  臨時・非常勤の処遇改
善の推進 

標準職務表の適正運用  人事院・委員会勧告
の完全実施 

36協定の締結と点検  36協定の点検と周
知、時間外労働時
間の把握 

公務労協方針を
基本とする。 

  2月上旬 3月中旬 

メディア労連 
 
方針決定日 
2月7日 

「底上げ・底支え」「格差
是正」をはかるために、
組織全体の労働条件の
向上をめざしていく。連
合方針をベースにして賃
金ベースの引き上げをめ
ざし、すべての労働者の
立場にたった働き方の見
直しをはかっていく。 

加盟各団体の経営環境を踏ま
えつつ、産別内での「底上げ・
底支え」「格差是正」にこだわ
り、賃金カーブを維持したうえ
で、月例賃金の引き上げを重
視する賃金改善をはかってい
く。 

賃金改定原資に労働
組合が 積極的に 関
わっていくために賃
金制度の整備や賃金
実態把握を労使で確
認していく。 

時給労働者は「誰もが時
給1,000円超」となるよう
賃金改善を要求する。請
負契約などその他の契
約労働者は契約実態を
踏まえて要求する。 

職場における男女間賃
金格差の実態把握のた
めに賃金データの調査・
集約を進める。 

 企業業績をふまえつ
つ、昨年実績以上を
ベースとする。 

・喫緊の課題である
総実労働時間の削
減に向けて、労働時
間管理の徹底や年
次有給休暇の取得
促進な ど に 取り 組
む。 

・勤務協定の締結に
あたっては、長時間
労働是正に向けた
労働基準法改正の
趣旨と意義を先行
的に取り込むことを
提起する。になる。

「同一労働同一賃金」
の実現に向けた法改
正を前提に、職場に
おける雇用形態間の
不合理な労働条件の
点検・改善に取り組
む。 

・障害者雇用促進
法にもとづく法定
雇用率が2.2％に
引き上げられること
を踏まえて職場に
おける障害者雇用
率の把握と達成に
取り組む。 

・無期転換ルール
の適用が本格的
に生じることを踏ま
え、対象となる有
期契約労働者へ
周知するとともに、
無期転換ルール
回避目的の雇止
めの防止、クーリン
グ期間の 悪用防
止、雇止め法理の
周 知 、 無 期 転 換
ルールの対象とな
る有期契約労働者
の労働組合加入
促進などの取り組
みを進める。 

女性活躍推進法
による行動計画の
進捗状況を確認
し、補完すべき項
目を要求する。 

    

森 林 労 連 
 
方針決定日 
2月24日 

森林･林業基本計画に基
づく、森林･林業･木材関
連産業政策の具体的展
開を求める。 

              

 


